
みっきぃナビみっきぃナビ

11 10広 報 み き 2026.7三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時

　
65
歳
以
上
の
方
に
、令
和
8
年
度
の
介
護
保
険
料

額
の
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
以
外
の
方
で
納
付
書
が
同

封
さ
れ
て
い
る
方
は
、納
期
限
ま
で
に
、金
融
機
関

な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
普
通
徴
収（
納
付
書
払
）

の
第
１
期
納
期
限
は
7
月
31
日
㈮
で
す
。
納
付
に
は

便
利
な
口
座
振
替
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問 �

(市)
介
護
保
険
課 

認
定
給
付
係

暮
ら
し
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
困
り
ご
と
に　

市
民
向
け
無
料
専
門
相
談
会
を
開
催

相談▼
日
時　
8
月
2
日
㈰ 

午
後
1
時
～
5
時 

▼�

場
所　
三
木
商
工
会
館
2
階
相
談
室
ま

　
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン（
Z
o
o
m
）

▼�

内
容　

税
理
士
、司
法
書
士
、行
政
書

士
、弁
理
士
、社
会
保
険
労
務
士
、土
地

家
屋
調
査
士
、弁
護
士
に
よ
る
相
談（
1

案
件
30
分
）

▼�

申
込
期
間　
7
月
22
日
㈬
ま
で

▼�

申
込
方
法　

氏
名
、電
話
番
号
、メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス（
オ
ン
ラ
イ
ン
の
場
合
は

必
須
）、相
談
希
望
時
間
、相
談
内
容
を

明
記
し
、電
話
、郵
便
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

メ
ー
ル
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問・申
込 

三
木
商
工
会
議
所
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20
代・30
代
の
求
職
中
の
方
へ

企
業
と
の
情
報
交
換
会「
ジ
ョ
ブ
ト
ー
ク
」を
開
催

就職
　
市
内
の
地
元
企
業
25
社
と
直
接
話
せ
る

情
報
交
換
会「
ジ
ョ
ブ
ト
ー
ク
」を
開
催
し

ま
す
。

　

通
勤
の
こ
と
、働
く
人
の
雰
囲
気
、ど

ん
な
人
が
向
い
て
い
る
か
、仕
事
の
や
り

が
い
な
ど
、ネ
ッ
ト
だ
け
で
は
分
か
ら
な

い
こ
と
を
、企
業
担
当
者
に
そ
の
場
で
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

履
歴
書
は
不
要
、服
装
も
自
由
で
す
の

で
、就
活
の
第
一
歩
に
も
お
す
す
め
で
す
。

ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時　
7
月
8
日
㈬  

午
後
1
時
30
分

～
3
時（
受
付：午
後
1
時
～
1
時
30
分
）

▼�

場
所　
H
I
T
O
T
O
K
I
M
I
K
I

（
ヒ
ト
ト
キ
ミ
キ
）〔
志
染
町
青
山
7
丁
目
〕

▼
対
象　
20
～
39
歳
の
方

　

来
場
特
典
と
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
後
の

ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
し
た
方

に
A
m
a
z
o
n
(ア
マ
ゾ
ン
)

の
ギ
フ
ト
券
5
0
0
円
分
を

進
呈
し
ま
す
。

問 

三
木
商
工
会
議
所  

☎
8
2
‐
3
1
9
0

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に

は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
7
月
か

ら
令
和
8
年
度（
7
月
分
～
令
和
9
年
6

月
分
）の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月

分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
不
利
益
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、速
や
か
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳（
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
）に
加
え
て
次
の
も
の
が

必
要
で
す（
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

各
書
類
コ
ピ
ー
可
）。

　
・�失
業
し
た
方
：
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど

　
・�倒
産
し
た
方
：
廃
業
届（
受
付
印
の
あ

る
も
の
）な
ど

　
・�個
人
番
号
に
よ
る
申
請
を
す
る
方
：

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の
、

運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
で

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▼
申
請
方
法

　

�　

市
役
所
3
階
保
険
年
金
課
、吉
川
支

所
市
民
生
活
課
ま
た
は
日
本
年
金
機
構

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必

　
要
事
項
な
ど
を
記
入
の
上
、郵
送
ま
た

　
は
窓
口
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

　
か
ら
電
子
申
請
に
よ
る
免
除

　
申
請
も
可
能
で
す
。

▼
継
続
申
請
し
て
い
る
場
合

　
�　

令
和
7
年
度
の
全
額
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
認
め
ら
れ
た
方
が
、令
和
8

年
度
以
降
も
継
続
を
希
望
し
て
い
た
場

合
は
、申
請
は
不
要
で
す
。

　

�　

該
当
す
る
方
に
は「
期
間
延
長
承
認

通
知
書
」、該
当
し
な
い
方
に
は「
期
間

延
長
不
該
当
通
知
書
」が
9
月
末
ま
で

に
明
石
年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。
該
当
し
な
い
方
に
は
、後
日
、「
納

付
書
」も
送
付
さ
れ
ま
す（
該
当
し
な
い

方
で
も
一
部
免
除
を
希
望
す
る
場
合

は
、改
め
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
）。

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

・明
石
年
金
事
務
所

　
　
☎
0
5
7
0

0
5
7
0ｰー

0
0
3

0
0
3ｰー

0
0
4

0
0
4

　
・（市）
保
険
年
金
課 

国
民
年
金
係

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

国民
年金

▲�電子申請について

　

施
設
に
入
所（
院
）ま
た
は
短
期
入
所（
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
）す
る
方
で
、所
得
や
預
貯
金
残
高
な
ど
が
基

準
以
下
の
方
は
、施
設
利
用
時
の
食
費・居
住
費
の
軽

減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
施
設
を
利
用
す
る
前
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼�

対
象
施
設   

介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
）、介
護
老
人
保
健
施
設
、介
護
医
療
院

▼
要
件（
次
の
全
て
を
満
た
す
方
）

　
・�本
人
や
配
偶
者
を
含
む
世
帯
全
員
に
つ
い
て
令

和
8
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税

　
・�保
有
す
る
預
貯
金
な
ど
が
本
人
の
年
間
収
入
額

に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
基
準
額
以
下

問・申
請 �

(市)
介
護
保
険
課 
認
定
給
付
係

施
設
入
所
時
の
食
費・居
住
費

を
軽
減

介護保険

ホームページ▶

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
送
付

介護保険

三
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税●�

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税（
第
１
期
分
）は
７
月
31
日
㈮

ま
で
に

▼
予
定
納
税
と
は

　

�　
前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど
を

基
に
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額
が

15
万
円
以
上
あ
る
場
合
に
、そ
の
年
の

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
一

部
を
あ
ら
か
じ
め（
年
2
回
、 

7
月
と

11
月
に
）納
付
す
る
制
度
で
す
。

▼
予
定
納
税
の
確
認
方
法

　

�　

対
象
者
に
は
6
月
中
旬
に
税
務
署
か

ら「
予
定
納
税
額
の
通
知
書
」を
送
付
ま

た
は
e
︲
T
ａ
ｘ
で
通
知
し
て
い
ま
す
。

▼
予
定
納
税
の
減
額
申
請

　

�　
今
年
の
収
入
が
前
年
よ
り
大
き
く
減

る
見
込
み
で
、予
定
納
税
額
を
減
ら
し

た
い
場
合
は
、減
額
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
第
1
期
分
の
減
額
申
請

は
7
月
15
日
㈬
ま
で
に
書
面
ま
た
は
e

︲
T
ａ
ｘ
で
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
申
告
書
へ
の
記
載
を
忘
れ
ず
に

　

�　
確
定
申
告
の
際
は
、申
告
書
に
予
定

納
税
額
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。記
載
忘
れ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

源
泉
所
得
税
の
徴
収
高
計
算
書
の
提
出

や
納
付
手
続
き
は
e
︲
T
a
x
で

　

�　

e
︲
T
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

自
宅
や
会
社
な
ど
か
ら
時
間
を
気
に
せ

ず
、徴
収
高
計
算
書
の
送
信
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
自
動
ダ
イ
レ
ク
ト

　

�　
徴
収
高
計
算
書
の
送
信
と
同
時
に
納

付
手
続
き
が
完
了
し
ま
す（
7
月
10
日
㈮

は
多
く
の
利
用
が
あ
る
た
め
、通
常
よ

り
引
き
落
と
し
の
結
果
を

　
通
知
す
る
ま
で
に
時
間
を

　
要
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

●
選
べ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

　

�　

国
税
の
納
付
に
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
、い
つ
で
も
納
付

が
で
き
る「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

　
レ
ス
納
付
」が
大
変
便
利

　
で
す
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
ま
た
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問 

三
木
税
務
署 

☎ 

8
2
‐
0
5
0
1

▲�自動ダイレクト▲�国税の納税手続

▲ホームページ

相　
　
談

人
権
の
目

募
集・採
用

教
室・講
座

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

子
育
て

施　
　
設

カ
メ
ラ
日
記


